
 

  

  

年間の事務の流れ（例） 

 

 

 

            初年度                            次年度                                    第３期 

9/1  9/12       翌 3/31                5/31        6/30           翌 3/31                     5/31 6/1                 6/30 

 

  認証  登記        事業年度末                                   事業年度末 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                    

 

 

 

                

                

 

 

 

 
「定款の変更」（届出事項） 
 
①総会で議決。 
②所轄庁に定款変更届出書
を提出。（遅滞なく） 
③（必要に応じ）法務局に 
変更登記申請。（変更から２
週間以内） 
④所轄庁に定款変更登記完
了提出書を提出。 
⑤定款（、登記事項証明書）
の備置き 

「役員の変更」（任期途中の変更） 
 
①（「新任、解任」の場合は）総会
を開催し、議決。 
②所轄庁に役員変更等届出書を
提出。（遅滞なく） 
③代表権を持つ理事に変更がある
場合は、法務局に変更登記申請。
（変更から２週間以内） 
④役員名簿の備置き 
 
＊②と③は、どちらが先でも可。 

「定款の変更」 
（認証が必要な事項） 
 
①総会で議決。 
（必要に応じ、併せて２事業
年度分の事業計画及び活動予
算を議決。） 
②所轄庁に定款変更認証申請
書を提出。 
（まだ定款は変更できませ
ん。） 

定款変更の認証 
（変更後の定款が発効） 
 
③（必要に応じ）法務局
に変更登記申請。（変更か
ら２週間以内） 
④所轄庁に定款変更登記
完了提出書を提出。 
⑤定款、認証書（、登記
事項証明書）の備置き 
 

貸借対照表の公告 
 
定款に規定した方法で 
貸借対照表を公告。 
(遅滞なく) 
 
 

事業報告書
提出期限 

事業報告 
 
所轄庁に事業報告書等を提出。（事業年度終了後３月以内） 

総会開催 
 
議決事項 
・前年度の事業報告・活動決算 
・新年度の事業計画・活動予算 
・その他必要事項 

貸借対照表の公告 
 
定款に規定した方法で 
貸借対照表を公告。 
(遅滞なく) 

事業報告 
 
所轄庁に事業報告書等を提出。 
（事業年度終了後３月以内） 

事業報告書
提出期限 

総会開催 
 
議決事項 
・前年度の事業報告・活動決算 
・新年度の事業計画・活動予算 
・役員改選 
・その他必要事項 
 

2 週間＋2 ヶ月後 

＊下記の法人を想定。 
１ 事業年度→「４／１～３／31」 
２ 役員任期の末日→「５／31」（任期は２年） 
３ 役員の選任及び解任、事業計画及び活動予算、事業報告及び活動決算→「総会の議決事項」 

閲覧書類の備置き 

・設立当初の財産目録 
・役員名簿 
・定款等 
（全ての事務所に備え
置く必要があります。） 
 

閲覧書類の備置き 

・事業報告書等 
・役員名簿 
・定款等 
（全ての事務所に備え置く必要があります。） 
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閲覧書類の備置き 

・事業報告書等 
・役員名簿 
・定款等 
（全ての事務所に備え置く必要があります。） 

 

 

役員変更届出書 
 
所轄庁に役員変更等
届出書を提出 
（変更後（6/1）遅滞
なく） 

代表理事の互選 
代表理事の変更登記 
法務局に変更登記申請
（変更（6/1）から 2 週
間以内） 
 

必
要
に
応
じ
て 


